
 

事 務 連 絡 

令和８年１月 15 日 

 

 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 御中 

 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

 

 

国民健康保険財政安定化基金貸付・交付事業等に係る取扱要領例の改定について 

 

 

医療保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

今般、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47 号）の

施行に伴い、令和８年４月１日から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に

充てるための保険料を徴収すること等とされたことを踏まえ、「国民健康保険財政安

定化基金貸付・交付事業等に係る取扱要領例」を別添のとおり改正しましたので、貴

都道府県におかれては、取扱要領等の改正に際し、本取扱要領例を活用願います。 


